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研修 「登録例に基づく意匠の願書作成とＯＡ対応のポイント解説」 

 

拝啓 立夏の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は若手会のためにご協

力賜り、厚く御礼申し上げます。  

この度、西日本弁理士クラブ若手会では、下記のとおり「登録例に基づく意匠の願書作成とＯ

Ａ対応のポイント解説」をテーマとして、研修を開催します。 意匠に関してはあまり経験がない

初心者の先生方にも判りやすいよう出願や中間処理のキーポイントを平易に解説いたしますので、

ぜひ積極的にお申込みいただけますようお願いいたします。 

当研修は、西日本弁理士クラブの会員のみならず、西日本弁理士クラブに興味を持っている若

手弁理士の方、更には弁理士試験合格者で未登録の方にも参加して頂きたいと考えております。

お近くに興味をお持ちの方がおられましたら、お誘いあわせの上、ご参加頂ければ幸いです。研

修の後には懇親会も予定しておりますので、併せてご参加頂ければ幸いです。皆様のご参加をお

待ちしております。 

敬具  

記 

日程      ：平成２６年７月１７日（木） 

 １８：３０～２０：３０（１８：００受付開始） 

場所      ：日本弁理士会近畿支部（明治安田生命大阪梅田ビル２５階） 

         （http://www.kjpaa.jp/access） 

定員      ： ５０名 ※先着順で定員になり次第締め切らせて頂きます。 

受講料    ：西弁会員：無料／非会員：１０００円（当日入会の場合は無料） 

懇親会会費：４０００円 

（懇親会は研修終了後２時間程度、場所は研修会場近辺を予定） 

受講希望の方は、次頁の申込欄に必要事項を記入し、６月２７日（金）までにＦＡＸ

（０７５－２５５－２６７７）又はＥ－ｍａｉｌ（kawahara@minori-pat.com）ま

でご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

 

http://www.kjpaa.jp/access


「登録例に基づく意匠の願書作成とＯＡ対応のポイント解説」研修内容 

 
※取得単位：２単位（予定）この研修は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。この

研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として２単位が認められる予定です。 

 

【注意事項】 

１５分以上の遅刻をした場合には、受講したものと認められません。公共交通機関等の

遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんので、時

間に余裕をもって会場にお越しください。また、中座、早退の場合については、時間にか

かわらず、受講したものと認められません。 

 

---------------------------＜キリトリ不要＞--------------------------- 

［申込欄］特許業務法人みのり特許事務所 川原 和也 宛 

（ＦＡＸ：０７５－２５５－２６７７） 

『登録例に基づく意匠の願書作成とＯＡ対応のポイント解説』を受講します。 

ご氏名  ：              （登録番号：      ） 

ご勤務先   ：                            

ご連絡先 ：                （携帯・自宅・勤務先） 

Ｅ－ｍａｉｌ ：                            

会 員  ：クラブ会員［   ］／非会員弁理士 → 当日入会［する・しない］ 

懇親会    ：参加する ［   ］／参加しない［   ］ 

 

質問事項   ： 

（意匠実務上の 

悩み、質問など 

お気軽に記入下さい） 

 

（ご記入いただいた個人情報は当研修の参加者管理目的にのみ使用し、他の目的には使用しません。） 

講師紹介  弁理士 石川 克司 

今回のセミナーの講師の石川克司（いしかわ かつし）先生は、現在、ユニアス国際特許事務所

（2007 年～（弁理士登録 2005 年））に勤務され、意匠・商標のご専門とのことです。 

実務では、出願業務のみならず、審判事件・訴訟事件などにも多数関与しているとのことです。 

また、大阪工業大学知的財産学部の非常勤講師（2013 年～）や弁理士会の実務研修の講師、ＫＴＫ

の研究発表など、幅広くご活躍されております。  

 

講義内容 意匠出願では、原則として、後から図面の追加等ができないので、出願時における提出

図面の検討が重要です。また、物品の説明等の願書の記載事項に悩まれる方も多いと思います。 

そこで、これらの点について、登録例を示して、願書作成に関するポイントを解説し、さらに、Ｏ

Ａ対応についても、外せないポイントを解説します。 

                                

                                

                                

                                

 


